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法科大学院におけるＩＣＴを活用した
教育に関する検討の背景等

法科大学院におけるＩＣＴの活用に関する報告等①

◆ 法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・充実方策について
（平成２６年１０月９日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会）

Ⅲ 今後取り組むべき改善・充実方策

３．優れた資質を有する志願者の確保について

○ 加えて、働きながら法曹を目指す社会人や地方在住者の実情を踏まえ、ＩＣＴを活用した教育連
携・教材開発などについても検討を進めるべきである。

◆ 法曹養成制度改革の更なる推進について （平成２７年６月３０日 法曹養成制度改革推進会議決定）

第３ 法科大学院

２ 具体的方策

（３）経済的・時間的負担の軽減

○ 文部科学省は、地理的・時間的制約がある地方在住者や社会人等に対するＩＣＴ（情報通信技
術）を活用した法科大学院教育の実施について、平成２８年度までの間に実証的な調査研究を行い、
その結果を踏まえ、平成３０年度を目途に、法科大学院における本格的な普及を促進する。

◆ 司法制度改革審議会意見書 （平成１３年６月１２日 司法制度改革審議会）

Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方

第２ 法曹養成制度の改革

２ 法科大学院

（３）公平性、開放性、多様性の確保

地域を考慮した全国的な適正配置に配慮するとともに、夜間法科大学院等の多様な形態により、社
会人等が容易に学ぶことができるよう法科大学院の公平性、開放性、多様性の確保に努めるべきであ
る。通信制大学院についても、法科大学院の教育方法との関連で検討すべき課題は残っているが、高
度情報通信技術の発展等を視野に入れつつ、積極的に対応すべきである。- 21-



法科大学院におけるＩＣＴの活用に関する報告等②

◆ 法科大学院の設置基準等について（答申） （平成１４年８月５日 中央教育審議会）

２ 設置基準関係

（５）教育内容・方法等

⑦ 夜間大学院、通信制大学院等

自宅や職場等から通学できる範囲に必ずしも希望する法科大学院がないことや、職場環境によって通学
可能な時間帯が限られることなど、地理的・時間的な制約などがある社会人等のニーズに応えるため、公
平性、開放性、多様性の確保を図る必要がある。

そのため、インターネットや衛星通信等を活用したテレビ会議方式などの遠隔授業のような授業方法や、
教育上特別の必要があると認められる場合の夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切
な方法による教育（いわゆる１４条特例）などの工夫が考えられるほか、夜間大学院についても、法科大
学院として十分な教育効果が上げられる場合には、教育方法や学生に対する学習指導体制について十分に
配慮しつつ、各大学の判断により認められることとすべきである。

なお、通信制法科大学院については、高度情報通信技術の発展等を視野に入れると、これらの技術の積
極的活用によりレポート指導や討議、双方向・リアルタイムで行う授業の展開などが今後期待されるもの
の、他方で、学生に対して法科大学院にふさわしい十分な学習指導を行える体制が確保できるかどうかな
どの課題も残っている。したがって、通信制法科大学院については、通常の法科大学院の発足後の教育の
展開状況も見定めつつ、その在り方について引き続き検討する必要がある。

北海道 ５０
北海学園 １８

東北 ５０
東北学院 －

白鴎 －

千葉 ４０

獨協 －

筑波 ３６
東京 ２３０
一橋 ８５
首都大 ５２
駿河台 －
青山学院 ３５
学習院 ３０
慶應 ２３０
國學院 －
駒澤 ３６
上智 ６０
成蹊 ３０
専修 ２８
創価 ２８
大東文化 －
中央 ２４０
東海 －
東洋 －
日本 ６０
法政 ６０
明治 １２０
明治学院 －
立教 ４０
早稲田 ２００

横浜国立 ２５
神奈川 －
関東学院 －
桐蔭横浜 ３０

山梨学院 －

静岡 －

名古屋 ５０
愛知 ２０
愛知学院 －
中京 －
南山 ２０
名城 ２５

新潟 －

信州 －

金沢 １５

大阪 ８０
大阪市立 ３０
大阪学院 －
関西 ４０
近畿 ３０

神戸 ８０
関西学院 ５０
甲南 ２０

香川・愛媛 －

島根 －岡山 ３０

広島 ２０
広島修道 －

九州 ４５
西南学院 ２０
福岡 ２０
久留米 －

熊本 －

鹿児島 －

琉球 １６

入学者選
抜実施校

入学定員

国立 １６ １，０１２

公立 ２ ８２

私立 ２７ １，６３０

計 ４５ ２,７２４

－は平成28年度に学生募集を実施し
ない法科大学院（２６校）

下線は夜間開講を実施している大学

京都 １６０
京都産業 －
同志社 ７０
立命館 ７０
龍谷 －

法科大学院の設置状況（平成２８年現在）
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※ 「弁護士白書 ２０１５年版」日本弁護士連合会編著より作成
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（全国計：127,083千人）

弁護士数

（全国計：36,415人）

入学定員

（全国計：2,724人）

北海道・東北 北関東 南関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄

※

地域別の弁護士数と入学定員との比較

○ 法科大学院の入学定員は、弁護士数との比較においてより都市部に集中している。

地域別の法科大学院入学者数（ピーク時（18年度）との比較）
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北海道・東北 北関東 南関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄

18年度 277 166 2912 476 1383 243 327

28年度 72 0 1169 53 468 32 63

減少率 74.0% 100.0% 59.9% 88.9% 66.2% 86.8% 80.7%

○ 都市部より地方に立地する法科大学院の方が入学者の減少率が高い傾向にある。
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社会人入学者の推移
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H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

入学者 5,767 5,544 5,784 5,713 5,397 4,844 4,122 3,620 3,150 2,698 2,272 2,201 1,857

社会人入学者 2,792 2,091 1,925 1,834 1,609 1,298 993 763 689 514 422 405 363

社会人比率 48.4% 37.7% 33.3% 32.1% 29.8% 26.8% 24.1% 21.1% 21.9% 19.1% 18.6% 18.4% 19.5%

○ 社会人入学者は一貫して減少傾向にあるが、近年は全入学者の２割程度を維持。

地方在住者や働きながら法曹を目指す社会人が法科大学院で学ぶ機会を適切に確保するため、討
論や質疑が可能なオンライン授業の本格的な普及に向けて実証研究を実施（実施機関：中央大学）

① 遠隔授業システムを用いて、都市部の法科大学院から地方の法科大学院に授業を配信し、複数の大学が合同

で行う授業を実施（サテライト形式）。（公法総合Ⅰ／法曹倫理／比較法文化論／４群特講／テーマ演習Ⅱ）

② タブレット端末を利用した受講や、オンデマンド形式を組み込んだ授業を実施（公法総合Ⅰのみ）。

（いずれの調査についても、全１５回の授業のうち３回程度で実施）

大学別の評価

配信先大学（地方の法科大学院）の評価は極めて良好
配信元大学（都市部）の学生は遠隔授業を高く評価する者が
少ない

授業別の評価

大規模（５０名程度）かつ双方向・多方向型授業及び小規模
（１０名程度）かつゼミ形式の授業では概ね評価が良好
中規模（２０名程度）かつ双方向・多方向型授業では、遠隔授
業を高く評価する者がほとんどいない

遠隔授業の形式別の評価

サテライト形式による遠隔授業については概ね評価が良好

オンデマンド形式による授業についても概ね評価が良好であ

り、直ちに排除されるべき授業形態とは言えない

タブレット端末を利用した遠隔授業を高く評価する者は少ない

分析結果（学生や教職員の評価）

調査手法

ＩＣＴを活用した授業の教育水準向上に向けた課題
授業の学修内容を事前提示するなど授業運営を工夫
レジュメ配付、課題提出や質問受付などをweb上で可能にする
など、学修環境の整備
授業中に小テストを実施するなど緊張感を維持できる仕組みとし
た上で、オンデマンド授業を一定回数に限定して許容
地方在住者に配慮し、web上に法律文献データベースを整備／
スクーリングを地方大学で実施／地方大学教員による学修支援
教育水準を維持するための設備面・技術面のコスト確保
授業を担当する教員のスキル向上

今後の課題
専門職大学院設置基準第８条第２項に規定される「教育効果要件*」の適合性判断に関する一定の指針の必要性を検討

（ オンラインによる遠隔授業を基本とした教育課程の編成も視野に、科目特性による教育効果の差異等の分析 等 ）

＊ 設置基準上、「十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業」について、メディア授業の実施が可能となっている

法科大学院教育におけるＩＣＴの活用に関する調査研究 報告書概要
（平成27年度先導的大学改革推進委託事業）



遠隔授業に関する現行制度等

法科大学院における遠隔授業の導入範囲

通学制 通信制

「十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認め
られる授業」について、メディア授業の実施が可能

（設置基準第８条第２項）

「通信教育により十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、
当該効果が認められる授業等」について、メディア授業による通信
教育が可能 （設置基準第９条） ※ 印刷授業や放送授業は不可

通学制 通信制

９３単位以上の修得

全ての単位について、メディア授業により修得可能
（授業によらない教育（研究指導等）を除く）

９３単位以上の修得

全ての単位について、メディア授業により修得可能
（授業によらない教育（研究指導等）を含む）（注）

※ 大学・大学院における遠隔授業の導入範囲

メディア授業により
修得可能

６０単位まで

面接授業
全ての単位について、メディア授業により修得可能
※ メディア授業に加え、印刷授業や放送授業も可

１２４単位以上の修得

３０単位以上の修得

全ての単位について、メディア授業により修得可能
（研究指導は対面指導が原則だが、設置基準上特段の
定めはなく、各大学院の判断に委ねられている）

３０単位以上の修得

全ての単位（授業によらない教育を含む）について、
メディア授業により修得可能

※ メディア授業に加え、印刷授業や放送授業も可

大
学

大
学
院

（注） 設置基準上の定めはないが、平成１４年中教審答申において、通信制法科大
学院については、法科大学院にふさわしい学習指導体制等に課題があることか
ら、その在り方について引き続き検討することとされ、現在に至っている。

１２４単位以上の修得
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法科大学院におけるメディア授業・通信教育に関する規定①

◆ 専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）

第３章 教育課程

（授業の方法等）

第８条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事
例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法
により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

２ 大学院設置基準第１５条において準用する大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２５
条第２項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させる
ことは、これによつて十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業に
ついて、行うことができるものとする。

第９条 専門職大学院は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果
が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことが
できるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教
育設置基準（昭和５６年文部省令第３３号）第３条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に
関する部分、第４条並びに第５条第１項第３号及び第２項の規定を準用する。

◆ 大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）

第６章 教育課程

（授業の方法）

第２５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により
行うものとする。

２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用
して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３・４ （略）

法科大学院におけるメディア授業・通信教育に関する規定②

◆ 大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業について定める件
（平成１３年文部科学省告示第５１号（最終改正：平成１９年文部科学省告示第１１４号））

大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることがで
きる授業等について次のように定め、平成１３年３月３０日から施行する。

なお、平成１０年文部省告示第４６号（大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させるこ
とができる授業について定める件）は、廃止する。

通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動
画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準
第２５条第１項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。

一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準
ずる場所（大学設置基準第３１条第１項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の
職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。）において履修させる
もの

二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、
又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切
な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであっ
て、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの。
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法科大学院におけるメディア授業・通信教育に関する規定③

◆ 大学設置基準の一部を改正する省令の施行について （平成１３年３月３０日文科高第３４６号）

第７ 平成１３年文部科学省告示第５１号（大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることができる授
業等について定める件）等の制定

１ 大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業（いわゆる「遠隔授業」）について
は、平成１０年文部省告示第４６号により規定されてきたところであるが、インターネット等の情報通信技術の進展にか
んがみ、従来のものに加え、毎回の授業の実施に当たって設問解答等による指導を併せて行うものであって、かつ、当該
授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもので、大学において、面接授業に相当する教育効果を有すると
認めたものを遠隔授業として位置づけることとしたこと。
したがって、遠隔授業については、「同時かつ双方向に行われるもの」であることが必要とされてきたが、今回の改正
によって、同時かつ双方向に行われない場合であっても、一定の条件を満たしていれば、これを遠隔授業として行うこと
が可能となること。
また、ここで必要とされる指導については、設問解答、添削指導、質疑応答のほか、課題提出及びこれに対する助言を
電子メールやファックス、郵送等により行うこと、教員が直接対面で指導を行うことなどが考えられること。
なお、上記の指導は、印刷教材等による授業や放送授業の実施に当たり併せ行うこととされる添削等による指導（大学
通信教育設置基準第３条第２項）とは異なり、毎回の授業の実施に当たって併せ行うものであることに留意されたいこ
と。
学生の意見の交換の機会については、大学のホームページに掲示板を設け、学生がこれに書き込めるようにしたり、学
生が自主的に集まり学習を行えるような学習施設を設けたりすることが考えられること。

◆ 大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について （平成１９年７月３１日文科高第２８１号）

第７ 平成１３年文部科学省告示第５１号（大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることができる授
業等について定める件）等の一部改正（平成１９年文部科学省告示第１１４号）

一 大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることができるいわゆる「遠隔授業」については、大学教
育の質の保証する上で備えるべき基準をより明確にするため、インターネット等を活用した授業の場合、毎回の授業の実施
に当たって行うこととされている設問解答等について、指導補助者が教室等以外の場所において学生に対面することによ
り、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用
することにより、十分な指導を行うこととしたこと。

ここでいう「指導補助者」とは、当該授業を行う教員の補助として、当該教員の指導計画の下で、当該教員と密接な連絡
をとりつつ学生等に対して質疑応答等の指導を行う者を指し、当該授業の分野に係る学士以上の学位を有しているなどこれ
らの指導を十分に行い得る資質能力を有する者であること。なお、学生等の成績評価は当該授業を行う教員の権限と責任に
おいて厳正に行うこと。また、「その他の適切な方法」としては、当該授業の終了後すみやかに指導を行うことを前提とし
て、例えば、電話、ファックス、電子メールを活用することも想定されること。
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法科大学院におけるＩＣＴを活用した
教育の事例

特徴

平成16年の開設当初から、九州大学・熊本大学・鹿児島大学の協定による教育連携を実施。

平成19年からは琉球大学が参加し、「九州・沖縄法科大学院教育連携」となり、教育連携の一環として、テレビ
会議システムを応用した、同時かつ双方向の遠隔授業による合同講義の開設、単位互換などを実施。

全ての授業科目群（法律基本科目、法律実務科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）において、遠隔授
業を実施。

遠隔授業受講者に適宜質問を求めること等による緊張感の維持、メール等により授業終了後も質問を受け付け
ることができる体制整備、ラーニング・マネジメント・システムを活用した学修フォローなど、細やかな支援の実
施。

これらにより、各法科大学院の特色と長所を相互提供しつつ、協調と競争を促進し、法科大学院教育の多様化
と充実を図る。

概要

実施の形態 開講科目 受講生への配慮

連携4大学間で、インターネット回
線を通じたテレビ会議を応用し、双
方向授業システムとして利用。

連携4大学間において、特色のあ
る科目や更なる充実が望まれる分
野に関する協力を相互に行うこと
により、開講科目の多様性と充実
を図る。

これらにより、各法科大学院の特
色と長所を相互提供しつつ、協調
と競争を促進。

法律基本科目

→ 刑法・刑事訴訟法・刑法問題演習 等

法律実務基礎科目

→ 法情報論・契約実務・ﾘｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 等

基礎法学・隣接科目

→ 司法政策論・日本法制史 等

展開・先端科目

→ 知的財産法・公共政策法務 等

授業に際しては教材を配布するな
どして受講生の理解を確実なもの
とするとともに、授業中は受講者の
態度に目を配り、適宜質問を求め
たり、指名することにより、緊張感を
維持。

メール等により授業終了後も質問
を受け付けるなどコミュニケーショ
ンに努める。

ラーニング・マネジメント・システム
を活用した学修フォローを実施。

九州大学・熊本大学・鹿児島大学・琉球大学による取組事例



地理的制約をより少なくするとともに、双方の教育資源を活用し教育効果の水準を保つため、遠隔授業等によ
る連携教育を実施。

共同開講科目（展開・先端科目）を開設し、テレビ会議システムを活用した同時かつ双方向による遠隔授業を
実施。

法律基本科目授業について、千葉大学から金沢大学へライブ配信を実施。また、千葉大学及び金沢大学から
それぞれオンデマンド型の配信を実施。

授業のライブ配信について、配信先である金沢大学の学生及び担当教員の評価を合同ＦＤ等の機会を利用
し、遠隔授業に対する事後評価・教育効果を検証。

大学間で、インターネット回線を通

じたテレビ会議システムを利用し、

同時かつ双方向の授業を実施。

これにより、遠隔地に立地する法

科大学院同士が地理的制約なく、

特徴ある教育資源を相互に提供

することが可能。

実施の形態 開設科目 受講生への配慮
展開・先端科目

※両法科大学院の複数の教員が相互に授業
を担当

→ 現代法の諸問題

法律基本科目

※以下の授業科目を配信（学生は任意聴講）

千葉大学から金沢大学へライブ配信

→ 刑法・刑事訴訟法

オンデマンド型配信

→ 刑事訴訟法（千葉大から金沢大へ）

→ 民法・商法（金沢大から千葉大へ）

概要

特徴

遠隔授業については、両大学の教員学

生が利用可能な共通の授業情報の提

供及び課題提出システムを新たに構

築。

配信型の授業については、それぞれの

受信側の大学で担当教員がその利用

を指導。ライブ配信では、配信後教員

による質疑応答時間を設ける。

千葉大学と金沢大学による取組事例

地方在住者や社会人など誰もが法科大学院で学べる環境を整備するとともに、法曹有資格者の学ぶ機会を保
障するという観点から、テレビ会議システムを活用した同時かつ双方向による遠隔授業を実施。

中央大学の科目等履修生が島根大学において、中央大学の授業を受講。

機材トラブル等が発生した場合に備えて、両校に補助職員を配置。

機材トラブル等により受講できなくなる可能性があるため、遠隔授業を全て録画することにより、受講生が事後
的に授業録画を視聴することが可能。（ただし、出席認定は不可。）

遠隔授業終了後にも受講生が授業担当教員に質問できるようにするため、メールで質問を受け付けられるよう
な体制を整備。

概要

特徴

実施の形態

大学間で、インターネット回線を通
じたテレビ会議システムを利用し、
同時かつ双方向の授業を実施。

中央大学の科目等履修生が島根
大学において、中央大学の授業を
受講。

これにより、地方在住者や社会
人、法曹有資格者が地理的制約
なく、特徴ある授業を受講すること
が可能。

開設科目 受講生への配慮

配信先の受講生を取り残さないよ
う、頻繁に発言を促したり、板書を
明瞭にするなど、授業方法を工夫。

機材トラブル等が発生した場合に
備えて、両校に補助職員を配置。

機材トラブル等により受講できなく
なる可能性があるため、遠隔授業
は全て録画。受講生は事後的に
授業録画を視聴することが可能。

遠隔授業終了後にも受講生が授
業担当教員に質問できるようにす
るため、メールで質問を受け付けら
れるような体制を整備。

展開・先端科目

→ 政策形成と法・実務行政訴訟Ⅰ/Ⅱ

中央大学と島根大学による取組事例



これまで出張等により授業を欠席せざるを得なかった有職社会人に対して、同時かつ双方向に授業を受講で
きる環境を提供するため、タブレット端末等を用いて遠隔授業を実施。

全ての授業科目群（法律基本科目、法律実務科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）において、遠隔授
業を実施。

遠隔授業の受講条件として、全授業回数のうち一定回数に限定。

支障なく双方向通信できるかどうかは、回線状況等の事情に左右されることから、事後的に当該授業担当教員
が個別面談等によるフォローを実施。

また、回線状況等の事情により遠隔授業を実施できなかった場合でも、学生が事後的に授業録画を視聴する
ことが可能。（ただし、出席認定は不可。）

タブレット端末等を用いて、同時か
つ双方向の授業の実施。

これにより、出張等により授業を欠
席せざるを得なかった有職社会人
が授業の受講が可能。

遠隔授業の受講条件として、授業
回数20回の場合4回まで、10回の
場合2回まで、理由を問わずに受
講可。これらを超える場合、利用
理由が国内外の出張の場合に限
る。（事前申請制）

実施の形態 開講科目 受講生への配慮
法律基本科目

→ 憲法・民法・法学基礎ゼミ 等

法律実務基礎科目

→ 法曹倫理・要件事実論・ﾛｲﾔﾘﾝｸﾞ 等

基礎法学・隣接科目

→ 法哲学・刑事政策

展開・先端科目

→ 企業組織再編法・倒産法演習 等

支障なく双方向通信できるかどう
かは、学生側の機器のスペックや
回線状況といった事情に左右され
ることから、事後的に当該授業担
当教員が当該学生に対して個別
面談等によるフォローを実施。

回線状況等の事情により遠隔授
業を実施できなかった場合、学生
は事後的に授業録画を視聴するこ
とが可能。

概要

特徴

筑波大学の取組事例

都心に勤務する有職社会人が講義を受講しやすいようにするため、サテライト・オフィスを開設し、平成18年度
からテレビ会議システムを用いて、本校教室とサテライト教室の画像と音声を双方向に送受信することにより、
遠隔授業を実施。

全ての授業科目群（法律基本科目、法律実務科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）において、遠隔授
業を実施。

遠隔授業の受講条件として、仕事の関係で止むを得ざる事情により授業開始時刻に間に合わないことが明ら
かな場合に限定。

サテライト教室への配信授業は全て自動録画され、後日、受講者がその録画を閲覧することが可能。

遠隔授業を実施する全ての科目に業務委託した補助員を配置。

本校教室とサテライト教室間で、イ
ンターネット回線を通じたテレビ会
議システムを利用し、同時かつ双
方向の授業を実施。

これにより、都心に勤務する有職
社会人が授業を受講することが可
能。

遠隔授業の受講条件として、仕事
の関係でやむを得ざる事情により
授業開始時刻に間に合わないこと
が明らかな場合に限定。（予約制）

実施の形態 開講科目 受講生への配慮
法律基本科目

→ 刑法・行政法・刑事訴訟法 等

法律実務基礎科目

→ 刑事／民事実務基礎・法曹倫理 等

基礎法学・隣接科目

→ 企業会計・法制史・ﾘｰｶﾞﾙﾘｻｰﾁ 等

展開・先端科目

→ 国際法・労働法・著作権法 等

※全て夜間開講科目

本校教室の黒板等の画像を、サ
テライトで視聴する学生が拡大等
の操作が可能。

サテライト教室への配信授業は全
て自動録画。

録画は後日、閲覧可能とし、遅刻
や欠席した授業を補完するととも
に、学生の自習（復習）を促進。

遠隔授業機器の立ち上げ、レジュ
メの配布等に対応するための補助
員を配置。

概要

特徴

成蹊大学の取組事例



法科大学院におけるＩＣＴの
活用状況調査（結果概要）

調査期間：平成２８年７月７日～７月２２日

対象大学：募集停止校を含む全ての法科大学院（６８校）

遠隔授業の実施状況について

● 遠隔授業の実施の有無（Ｎ＝６８）

実施したことはない５３校

実施中１０校

過去に実施５校

実施の実績有

22.1％

● 遠隔授業の実施方法（Ｎ＝１５）複数回答可

0 5 10 15

ＴＶ会議システムにより自大学
の他キャンパスとの間で実施

タブレット端末等を用いて外出先から授業に参加

12校

4校

1校

ＴＶ会議システムにより他大学との間で実施

● 遠隔授業実施の目的や理由（Ｎ＝１５）自由記述

0 2 4 6 8 10 12

遠隔地のＬＳとの連携を効果的に進めるため

有職社会人の利便性向上のため

その他

11校

4校

3校

全体の約２割の法科大学院が、これまでに遠隔授業を実施。

実施校の多くは、他大学との連携や社会人の利便性向上のために遠隔授業を活用。

12校

１※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



補助教職員の配置について

配置していない ６校

配置している（又は過去
に実施していた時には
配置していた） ９校

補助教職員の
配置実績有

60.0％

● 補助教職員の配置の有無（Ｎ＝１５）

● 補助教職員の身分（Ｎ＝９）複数回答可

0 2 4 6 8

授業担当以外の他の教員

システムを管理する他の部門の
事務職員

12

2校

1校

法科大学院を担当する事務職員

3校

7校

その他

0 5 10

● 補助教職員の役割（Ｎ＝８）任意回答・自由記述

7校配信用機材の使用補助や
障害発生時における対応

2校 レジュメの配布などの
授業補助

一部の科目に配置
２校

全ての科目に配置
７校

● 補助教職員の配置科目（Ｎ＝９）

遠隔授業を実施している大学のうち約半数が全ての科目に補助教職員を配置。

配置される補助教職員の多くは法科大学院を担当する事務職員で、機材の使用補助や障
害発生時における対応が主な役割となっている。

● 補助教職員を配置していない理由（Ｎ＝６）
任意回答・自由記述

0 1 2 3 4

2校

2校

2校

予算の拠出が困難

配置する余裕がない

配置しなくても対応
可能

２※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない場合がある。

遠隔授業に用いるシステム・機材について

0 5 10 15

パソコンとパソコンで通信する会議システム
（スカイプやそれに類するもの）

その他
（講義の度にテレビ会議システムを設置して接続）

4校

13校特定教室に配置されている会議や
授業のための専用システム

1校

● 遠隔授業に使用するシステム（Ｎ＝１５）複数選択可

多くの法科大学院が会議や授業のために配置されている専用のシステムを用いて、遠隔
授業を実施。

法科大学院としてシステムを保有しているところが多数であり、その操作等の詳細を把握し
ているのは、法科大学院の事務職員。

0 2 4 6 8 10 12

大学の他部門が遠隔授業を実施できるシステムを
保有しており、法科大学院が実施する遠隔授業に
自由に使用できる。

その他

1校

12校法科大学院としてシステムを保有しており、
自由に使用できる。

2校

● システムの管理状況（Ｎ＝１５）複数選択可

0 5 10 15

法科大学院の教員

その他

3校

13校法科大学院の事務職員

1校

5校

システムを管理する他の部門の事務職員

● システムの操作に詳しい者（Ｎ＝１５）複数選択可

３



教育効果を創出するための工夫と事後評価・検証について

0 2 4 6 8 10

授業終了後の質疑応答等
のフォローの充実（LMS
（ラーニング・マネジメント・
システム）の活用を含む）

授業開始前に教材を配布するなど、
受講者の理解の促進

5校

9校配信先の学生の態度に目を配るなど、授業の
進め方に配慮

4校

● 面接授業に相当する教育効果を創出するための工夫
（Ｎ＝１５）任意回答・自由記述

● 遠隔授業に対する事後評価・教育効果の検証の実施
（Ｎ＝１３）任意回答・自由記述

0 1 2 3 4 5 6

その他

特に実施していない

4校

6校授業後のアンケート実施などによる学生又は
教員からの評価の把握

3校

面接授業に相当する教育効果を創出するための工夫として、授業の進め方に配慮してい
る法科大学院が多数。

事後評価・教育効果の検証については、アンケートなどにより学生又は教員からの評価に
より把握。

４※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない場合がある。

遠隔授業に関するFD・SDの実施について

遠隔授業に関するアンケートを教員・受講生対象に行い、アンケート結果の検討を行って
いる場合が多数。

遠隔授業に関して、何らかのFD・SDを実施している場合が多数。

0

1

2

3

4

5

6

授業アンケートの実施

2校

5校

3校

● 遠隔授業に関するFD・SDの実施（Ｎ＝９）任意回答・自由記述

2校

ICTを活用した授業方
法や機器の操作に関
する情報共有

ICTを活用した授業参
観の実施

通常のFDの一環として
実施

５※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



遠隔授業の利点と課題について

0 2 4 6 8 10

ICTの活用による経費削減や
教員の負担軽減

その他

3校

9校大学間連携により生まれる教育効果

3校

4校

● 遠隔授業の利点（Ｎ＝１５）任意回答・自由記述 ● 遠隔授業の問題点・課題（Ｎ＝１４）任意回答・自由記述

0 1 2 3 4

システムの導入や維持にかかるコスト

教材の運用

3校

4校

2校

有職社会人の利便性の向上

3校対象科目や授業手法

対面授業を補完するための工夫 3校

大学間連携におけるロジスティックス

補助教職員等の配置

教職員のスキルの向上

3校

その他

2校

1校

遠隔授業を実施する利点として、多くの法科大学院が、大学間連携により互いの教育資源
を共有できることから生じる、教育水準の向上や多様化を挙げている。

一方、遠隔授業の問題点・課題として、システムにかかるコスト、対象科目や授業方法など
ハード面・ソフト面の両面が課題として挙げられている。

６※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。

遠隔授業の実施に関する各法科大学院の意向

● 今後の遠隔授業の実施について（Ｎ＝６８）

● 今後の他の法科大学院との連携の可能性（Ｎ＝６８）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在実施しており、今後、更に発展させたい

現在実施しているが、今後、縮小したい

現在実施していないが、今後実施する予定

現在実施していないが、今後実施を検討中

実施の予定はない

9校 1校 3校 12校 43校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在連携しており、今後更
に連携先を拡大したい

現在連携しており、話があ
れば連携先を拡大したい

現在連携しているＬＳ以外
との連携は考えていない

現在連携していない
が、今後連携したい

現在連携していないが、話があ
れば連携を検討したい

連携は予定していない

4校 2校 2校 4校 18校 38校

４０％弱の法科大学院が、遠隔授業を実施、又は今後の実施を検討中。

４５％程度の法科大学院が、他の法科大学院との連携、又は今後の連携を検討中。

７



遠隔授業の普及に当たってのハードル

0 5 10 15

教職員のスキル・
知識

機器や通信環境

授業運営の工夫

対面授業との同等
性

実施にかかる費用

基準の策定

学生への学習サ
ポート

関係者の負担増加

その他

● 遠隔授業の本格的な普及のために何が必要と考えるか（Ｎ＝５４）任意回答・自由記述

機器や通信環境に関する意見が教員・職員ともに多く見られた。

スキル・知識や授業運営・教育効果に関する意見は教員に、補助教職員の配置や実施費用に
関する意見は職員に多く見られた。

【教員からの意見】 【職員からの意見】

0 5 10 15

機器や通信環境

補助教職員の配置

実施にかかる費用

教職員の知識・ス
キル

関係者の負担増加

対面授業との同等
性

授業運営の工夫

遠隔教育のニーズ

実施の意義付け

その他

８※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。

0
2
4

6
8

10
12

授業の予習・
復習のため

1校

10校

7校

録画授業等のオンデマンド配信の実施状況について

全体の約３割の法科大学院が、これまでに録画授業等のオンデマンド配信を実施。

実施校の多くは、授業の予習・復習、授業の欠席フォロー、有職社会人等への学修支援の
整備ためにオンデマンド配信を活用。

● オンデマンド配信の有無（Ｎ＝６８）

実施したことはない４８校

実施中１４校

過去に実施６校

実施の実績有

29.4％

● オンデマンド配信の目的や理由（Ｎ＝２０）任意回答・自由記述

システムはない３０校

法科大学院
として保有１５校

大学の他部門が
保有 ２３校

● オンデマンド配信のためのシステムの保有の有無
（Ｎ＝６８）

システムを保有
している割合

55.9％

6校

1校

授業の欠席
フォローのため

法学未修者・有職社会
人・修了者等への学修
支援の整備のため

遠隔地のLSとの大学間
連携を効果的に進める
ため

FDへの活用のため

９※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



0 2 4 6 8 10 12

授業を遅刻・欠席した学生に
対し、フォローが可能となる

FDへの活用

5校

11校授業を補完し、理解を深めることができる

2校

5校

● オンデマンド配信の利点（Ｎ＝１９）任意回答・自由記述 ● オンデマンドの配信の問題点・改善点（Ｎ＝１３）
任意回答・自由記述

0 1 2 3 4

配信のための機器の修理・更新等に要する費用

情報漏えい対策

4校

1校

学生各自の環境に合わせた学
習が可能となる

3校同時性、双方向多方向性の欠如に
よる緊張感の欠如や理解の誤定着

著作権の保護に対する措置2校

配信設備等により、録画・
視聴ができない

2校

学生の利用の促進

2校

1校

録画授業等をオンデマンド配信する利点として、多くの法科大学院が、授業の補完や遅
刻・欠席フォロー、学生各自の環境に合わせた学習コンテンツの提供のために実施。

一方、配信に要する費用、同時性、双方向多方向性の欠如による緊張感の欠如や理解の
誤定着などに関する課題が挙げられた。

録画授業等のオンデマンド配信の利点と課題について

授業を録画する際に工夫が
必要

１０※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。

録画授業等のオンデマンド配信を止めた理由・実施しない理由について

オンデマンド配信を止めた理由としては、配信にかかる費用が拠出できなくなったこと、学
生の利用が広まらなかったことの２点が挙げられた。

オンデマンド配信を実施しない理由としては、多数の法科大学院が、対面指導を重視し、そ
の必要性を感じていないと回答している。

● オンデマンド配信を止めた理由（Ｎ＝４）
任意回答・自由記述

0 1 2 3

予算の拠出が困難

学生の利用が広まらな
かった

3 校

授業を補完し、理解を深めることができる

2校

0 5 10 15 20 25

対面指導の重視等により、必要性を感じていな
いため

22校

2校

9校

● オンデマンド配信を実施しない理由（Ｎ＝３９）
任意回答・自由記述

実施できる体制が整っていな
いため

8校 学生からのニーズがない
ため

1校

録音データを貸し出す方式で
代替しているため

授業への出席意欲の低下など
の影響を懸念

１１※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



ラーニング・マネジメント・システム（LMS）の導入状況について

全体の約９割の法科大学院が、ラーニング・マネジメント・システムを導入。

主に、課題・レポートの提示、提出、回収やレジュメ・教材の配信など、授業運営に関する
機能を使用している法科大学院が多い。

導入していない
８校

導入している
６０校

● LMSの導入の有無（Ｎ＝６８）

導入の実績有

88.2％

● LMSの主な使用機能（Ｎ＝６０）任意回答・自由記述

0 10 20 30 40 50

12校

41校

● LMSを導入していない理由（Ｎ＝２）任意回答・自由記述

少人数教育によりきめ細かい指導が可能であり、
必要性があまり高くないため ・・・ ２校

38校

34校

24校

22校

21校

10校

9校

3校

課題・レポートの提示、提出、回収にかかる機能

レジュメ・教材の配信

学生への各種お知らせの掲載

法令・判例検索

小テストの実施

ディスカッションや質疑応答が
可能な機能

成績・履修管理

アンケートの実施

出席管理

１２※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない場合がある。

0 10 20 30 40

学生の自学自修の効率向上

学生の学習到達度の把握

5校

32校授業運営にかかる利便性の向上

2校

29校

● LMSの利点（Ｎ＝５７）任意回答・自由記述 ● LMSの問題点・改善点（Ｎ＝４０）任意回答・自由記述

0 5 10 15

14校

授業外における教員―学生間
の双方向的な指導が可能

12校

システムの機能・運用

教職員・学生のスキル

8校

対面指導を補完するための工夫

6校

1校

LMSを導入する利点として、多くの法科大学院が、授業運営にかかる利便性の向上、学生
の自学自修の効率向上の２点を挙げている。

一方、課題として、LMSそのものの機能・運用に関する意見や、教職員・学生の利活用に
関する意見が多く挙げられている。

ラーニング・マネジメント・システム（LMS）の利点と課題について

導入や維持にかかるコスト7校 事務負担の軽減

教職員・学生の利活用

１３※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



遠隔授業、学修支援以外の場面におけるICTを活用した取組について

【活用例】

志願者確保・・・遠隔授業システムを利用し他の大学法科大学院の入試説明会・個別相談

会を実施。

就職支援・・・修了者専用のLMSを設け、求人案内など就職活動に資する事項を掲載。

ＦＤ活動・・・自室に在席しながら、他の教員の授業参観を実施。

継続・リカレント教育・・・リーガルレカレント研究会をはじめとする各種の研究会等において、

活用。

0

2

4

6

8

10

12

志願者確保

7校

10校

8校

● 遠隔授業、学修支援以外の場面におけるICTを活用した取組（Ｎ＝２３）任意回答・自由記述

3校

就職支援 FD活動 継続・リカレント教育

１４※自由記述については、回答内容を項目別にまとめているため、各項目の合計は回答校数と一致しない。



 

法科大学院教育におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する 
調査研究協力者会議の開催について 

 
平成２８年５月２６日 
高 等 教 育 局 長 決 定 

 
１．趣旨 
   法科大学院の組織見直しが進むとともに、社会人学生が減少傾向にある

現状に鑑み、誰もが法科大学院で学べる環境を整備する観点から、地方在

住者や働きながら法曹を目指す社会人が法科大学院で学ぶ機会を適切に確

保することは喫緊の課題となっている。 
「法曹養成制度改革の更なる推進について（平成２７年６月３０日法曹

養成制度改革推進会議決定）」において、「地方在住者や社会人等に対する

ICT（情報通信技術）を活用した法科大学院教育について、平成３０年度を

目途に本格的な普及を促進する」とされたことを踏まえ、法科大学院教育

における ICT（情報通信技術）の活用に関し、その有用性や課題、普及方

策等について検討を行う。 
    
２．調査研究事項 
 （１）法科大学院教育における ICT（情報通信技術）の活用 

・ 他の専門職大学院を含む先行事例の把握 
・ 遠隔教育等の有効性と課題の整理 
・ ICT（情報通信技術）を活用した法科大学院教育の普及方策 

 （２）その他 
 
３．実施方法 
（１）調査研究協力者会議は、別紙に掲げる委員により構成する。 
（２）必要に応じ、別紙の委員に加えて、他の有識者を参画させることがで

きる。 
 
４．委嘱期間 
   委員の委嘱期間は、平成２８年６月１０日から平成２９年３月３１日ま

でとする。 
 
５．その他 
（１）調査研究協力者会議に関する庶務は、高等教育局専門教育課専門職大

学院室において処理する。 
（２）その他調査研究協力者会議の運営に関する事項は、必要に応じ会議に

諮って定める。 
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別 紙 

 
法科大学院教育におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する 

調査研究協力者会議 委員名簿 
 

                               ○：主査 

 

   朝 田 良 作  島根大学大学院法務研究科長 

     石 井 徹 哉  千葉大学大学院専門法務研究科長 

     宇加治 恭 子  弁護士 

大 石 和 彦  筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻長 

○ 樫 見 由美子  金沢大学人間社会学域・研究域長 

土 田 伸 也  中央大学大学院法務研究科教授 

      恒 川 隆 生  静岡大学大学院法務研究科長 

      中 川 丈 久  神戸大学大学院法学研究科長 

         藤 本   亮    名古屋大学大学院法学研究科教授 

      吉 﨑 敦 憲  琉球大学大学院法務研究科長 

      米 田 憲 市  鹿児島大学大学院司法政策研究科長 

 

（１１名） 
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審議経過 
 
第１回：平成２８年６月１０日（金）１７：００～１９：００ 

・ 主査の選任 

・ 会議の運営について 

・ 法科大学院におけるＩＣＴを活用した教育の現状について 

（米田委員・大石委員・土田委員から報告） 

・ 法科大学院におけるＩＣＴを活用した教育の本格的普及に向けた

論点整理 
 
 
第２回：平成２８年８月３日（水）１０：００～１２：００ 

・ 法科大学院におけるＩＣＴを活用した教育の現状について 

（藤本委員から報告） 

・ 法科大学院におけるＩＣＴの活用状況に関する調査結果報告につ

いて 

・ 法科大学院におけるＩＣＴを活用した教育の本格的普及に向けた

論点整理 
 
 
第３回：平成２８年１０月７日（金）１０：００～１２：００ 

・ 検討結果の取りまとめに向けた議論 
 
 
第４回：平成２８年１２月２６日（月）１０：００～１２：００ 

・ 検討結果の取りまとめに向けた議論 
 
 
第５回：平成２９年２月３日（金）１０：００～１２：００ 

・ 検討結果のまとめ 
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